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安保法案をめぐる
第1の矛盾

一平和主義との矛盾-

日本国憲法
第9条【戦争の放棄､戦力の不保
持､交戦権の否認】②前項の目
的を達するため､陸海空軍その他
の戦力は,これを保持しない｡国
の交戦権は､これを認めない｡
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安保法案をめぐる3つの矛盾
･平和主義との矛盾

･民主主義との矛盾

･立憲主義との矛盾

一三重の憲法違反

第9条【戦争の放棄､戦力の不保持､
交戦権の否認]①日本国民は､正義
と秩序を基調とする国際平和を誠実
に希求し､国権の発動たる戦争と､

武力による威嚇又は武力の行使は,

国際紛争を解決する手段としては､
永久にこれを放棄する｡

裏法9条(
政府見解
わが国は､第二次世界大戦後､再び戦争
の惨禍を繰り返すことのないよう決意し,辛
和国家の建設を目指して努力を重ねてき
た｡恒久の平和は､日本国民の念願である｡
この平和主義の理想を掲げる日本国意法
紘,第9条に戦争放棄,戦力不保持､交戦
権の否認に関する規定を置いている｡もと
より､わが国が独立国である以上､この規

群議照覧tL子の固有の自衛権を否
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自衛権を行使できる地理的
範囲(政府見解)

いる｡

集団的自衛権
自国と車凄な関係にある外国に対
する武力攻撃を,自国が直凄攻撃
されていないにもかかわらず､実力

をもって阻止する権利｡国際連合
憲章5 1条で認められたもの｡
(『有斐閣法律用語辞典第4版』有斐閣､ 2012年)
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保持できる戦力(政府見解)
わが国が意法上保持できる自得カは､
自衛のための必要最小限度のもので
なければならないと考えている｡その
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一背振法案をめぐる疑問

憲法上保持が速められるのは自

衛のための必要最小限度の実力
とされているにもかかわらず､集

団的自衛権の行使を,国民の同
意を得ず､意法解釈の変更によっ
て藩めることは､許されるのか?
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国際連合憲章
第5 1条【自衛権]この憲章のいかなる

規定も,国際連合加盟国に対して武
力攻撃が発生した場合には,安全保

障理事会が国際の平和及び安全の
維持に必要な措置をとるまでの問､

個別的又は集団的自衛の固有の権
利を書するものではない｡ (後略)
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'集団
的自衛権の行使

(政府見解1972-2014年)

韻聖三㌔讃堅高論温風
ているが､これを行使して､わが国が

自衛権発動の要件緩和
(2014年7月1日閣議決定)

①急迫牲･違法佐　一拡張

②必要性

③相当性･均衡性

集団的自衛権の行使
(2014年7月1日閣議決定)
これを排除し､わが国の存立を全う

klhSEgG.etq;既猛獣拡張

竪欝るべきであると判断するに
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自衛権発動の要件
(政府見解1972-2014年)
憲法第9条のもとで認められる自衛権の発動とし
ての武力の行使について､政府は､従来から､

①わが国に対する急迫不正の俊幸があること

②この場合にこれを排除するためにほかの適
当な手段がないこと

③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

という三要件に該当する場合に限られると解し
ている｡
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集団的自衛権の行使
(2014年7月1日閣議決定)
わが国に対する武力攻撃が発生し
た場合のみならず,わが国と密凄な
飼係にある他国に対する武力攻撃
が発生し,これによりわが国の存立

安全保障関連法案
2015年5月14日閣議決定

5月15日　国会提出

7月16日　衆議院通過

7月27日　参議院審議入り



全保薩蘭連法要
(1)平和安全法制整備法案

( 10法案を一括改正)

(卦武力攻撃事態法改正集

②自得隊法改正集

③重要彰苧事態法集(周辺
事態法を改正)

⑧特定公共施設利用法改正案

⑨海上輸送規制法改正案

⑩捕虜取扱い法改正案

(2)国際平和支援法集(新法)

安保法案のねらい
｢北朝鮮の数百発もの弾道ミサイ

ルは日本の大半を射程に入れて
いる｡国籍不明機に対する自衛

隊機のスクランブルの回数は10

年前と比べて7倍に増えた｡これ
が現実です｡ ｣
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安保法案のねらい
｢戦争法案といった無責任なレッテ

ルは全くの誤りだ｡ ｣

｢米Egの戦争に巻き込まれることは

絶対にあり得ない｡抑止力はさら
に高まり､日本が攻撃を受ける可
能性は一層なくなっていく｡ ｣



安保法案のねらい
｢日本近海で米軍が攻撃される状

況は､私たち自身の危機だ｡ ｣

｢三つの要件による厳格な歯止め

を法案に定め､壌めて限定的に

集団的自待権を行使できること
とした｡ ｣

(安倍首相の記者会見より)

-武力
攻撃事態法改正案

八　対処措定(略)

ハ　存立危機事態を終結させるためにその推移

に応じて実施する次に掲げる措置

(1)我がEgと密凄な問俄こある他国に対する

武力攻撃であって,これさこより我がEgの存立

が脅かされ､国民の生命,自由及び幸福追
求の♯榊が8t底から凍される明白な危険が

あるもの(以下｢存立危機武力攻撃｣という｡ )

を排除するために必要な自衛隊が実施する
武力の行使.部隊等の展印その他の行動

存立危機事態(想定例)
･朝鮮半島有事などで日本人を運ぶ

米軍艦船を自衛隊が防護する場合

･日本に原油を運ぶタンカーが通る中

東･ホルムズ海峡が機雷により封鎖さ

れ､これを取り除く掃海活動に自衛
隊が従事する場合
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攻撃事態法改正案
(定義)

第2条この法律において､次の各号に掲げる
用語の意義は､それぞれ当該各号に定める
ところによる｡

四　存立危機事態我が国と密接な関係に
ある他Egに対する武力攻撃が発生し､こ

れにより我が国の存立が脅かされ,国民の

生命､自由及び幸福追求の権利が根底か
ら康される明白な危険がある事態をいう｡
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武力攻撃事態法改正案
(武力攻撃事態等及び存立危機事態への対
処に関する基本理念)

第3条④存立危機事態においては,存立危機
武力攻撃を排除しつつ､その速やかな終結
を図らなければならない｡ただし､存立危機

武力攻撃を排除するに当たっては､武力の
行使姓,事態に応じ合理的に必要と判断され
る限度においてなされなければならない｡
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1 972年政府見解の論理

意法は自背の措置を禁じていない｡

-

憲法上,自得の措置は必要最小限度
の範囲にとどまる｡

201 4年閣議決定の論理

意法は自背の措置を禁じていない｡

-

意法上､自符の措置は必要最小限度
の範囲にとどまる｡

201 4年閣議決定の論理

-

集団的自衛権の行使は､憲法上許
される(従来の政府見解における意

法集9条の解釈の基本的な論理の
枠内に収まる) ｡
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1 972年政府見解の論理

-
わが国に対する急迫不正の俊幸に対
処する場合に限られる｡

◆

莞肝待機の行使は･意法上許さ
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''/;/2qO 1 4年閣議決定の論理

-
わが国に対する武力攻撃が発生した場
合のみならず､わが国と密接な関係に
ある他国に対する武力攻撃が発生し､
これによりわが国の存立が脅かされ､国

民の生命､自由および幸福追求の権利
が根底から磨される明白な危険がある
場合も含まれる｡

安全保障関連法案に反対する
神奈川大学教職員有志のアピール

私たちは反対する｡ ｢限定的｣だと

言い訳しながら､専守防衛を放棄し､
日本が攻撃を受けていなくても｢同

盟国｣の戦闘行為に参加する集団
的自衛権の行使という質的に新た
な道に日本を引き入れることに｡



安全保障関連法案に反対する
神奈川大学教職員有志のアピール

私たちは反対する｡ホルムズ海峡か
ら朝鮮半島まで､ ｢安全保障環境の

変化｣を縦横に持ち出すことによって､

外交的努力を疎かにしつつ､法的拘
束を軽視し､ありとあらゆる軍事的対
応を正当化しようとする飛躍した論理
に｡

安保法案をめぐる
第2の矛盾

一民主主義との矛盾-

日本国憲法
第1条[天皇の地位､国民主
権]天皇は､日本国の象徴
であり日本国民統合の象徴
であって､この地位は､主権
の存する日本国民の捻意に
基く｡
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安全保障関連法案に反対する
神奈川大学教職員有志のアピール

私たちは反対する｡憲法9条のもと
で築いてきた｢戦争をしない国｣とし

ての信頼をこのようにして投げ捨て､

国際紛争を解決する手段として武
力を行使する｢普通の国｣になるこ

とに｡

日本国憲法
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にわたって自由のもたらす恵沢を確保し､政府の
行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないや
うにすることを決意し,ここに主権が国民に存する
ことを宣言し､この意法を確定する｡そもそも国政

纂戯戎機転酪
鮎姦摘i填騨襟竃弘この意法は･か

安保法案をめぐる疑問
憲法上保持が忍められるのは自

符のための必要最小限度の実力
とされているにもかかわらず､集

団的自待機の行使を､国民の同
意を得ず､意法解釈の変更によっ
て忍めることは､許されるのか?



集団的自衛権の行使など､自衛隊の海外
での活動を広げる安全保障関連法案が衆

院で可決され､参院に送られました｡あな
たはこの法案に賛成ですか､反対ですか｡

全体　男性　女性

賛成　27%　39%　19%

反対　62%　55%　67%

(毎日新聞2015年7月19日付朝刊)

さ奮森法案をめぐる世論~ー~~一　　　､　　　L_三二二二二二二二二二二二二J炉r

安全保障関連法案をめぐり､与党は衆院
の特別委員会で野党の反対を押し切って

採決しました｡あなたは与党が強行採決し
たことを問題だと思いますか｡

全体　男性　女性

問題だ　　　　68%　61%　72%

問題ではない　24%　34%　17%

(毎日新聞2015年7月19日付朝刊)

安全保障関連法案に反対する
神奈川大学教職員有志のアピール

私たちは反対する｡かつてなく高ま
る世論の反対と疑問を承知のうえ

で､ ｢今は反対でもいずれは理解さ

れる｣とうそぶいてそれを冷笑する

倣慢さに｡
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政府･与党は､安全保障関連法秦を今国会
で成立させるために国会の会期を9月27日

まで延長しました｡あなたは延長した今国会
でこの法案を成立させる方針に賛成ですか､
反対ですか｡

全体　身性　女性

#JR　250/0　34%　180/o

反対　63%　61%　65%

(毎日新聞2015年7月19日付朝刊)

安全保障関連法案に反対する
神奈川大学教職員有志のアピール

私たちは反対する｡実質11本もの
重大な法案を提出しながら､ひたす
ら｢審議時間｣の長さのみを頼りに､

予定された結論を急ぐ民主主義の
棲小化に｡



安保法案をめぐる
第3の矛盾

一立憲主義との矛盾-

憲法99条の意義
一憲法を守らなければならないのは誰か

公務員-為政者
-権力者(国家権力の担い手)

∴意法-為政者の義務(≠国民の義務)
-権力行使のルール

⇒ (近代)立憲主義

国家権力に対する歯止め
としての日本国憲法

国民主権(前文･1粂)

国民が代表者を通じて権力

紙質盲短艇森島｡
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日本国憲法
第99条[憲法尊重擁護義務]
天皇又は摂政及び国務大臣､

国会議員､裁判官その他の公

務員は､この憲法を尊重し擁
護する義務を負ふ｡
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フランス人権宣言
第16条　権利の保障が確保され

ず､権力の分立が定められて
いないすべての社会は､意法

をもたない｡

葡哀権力に対する歯止め
としての日本国憲法
人権保障(3草)

国家に基本的人権の尊重を

妻柔詔転tlgt競馬
苧碧産.自由の俊幸を防止



に対する歯止め
としての日本国憲法
三権分立(4-6章)

国家権力を立法･行政･司法

旨㌫華諸藩
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第1 1条[基本的人権の享有と本質]

国民は､すべての基本的人権の
享有を妨げられない｡この意法が

国民に保障する基本的人権は,
侵すことのできない永久の権利と

して.現在及び将来の国民に与
へられる｡

安保法案をめぐる疑問
意法上保持が憩められるのは自

背のための必要最小限度の実力
とされているにもかかわらず､集

団的自背権の行使を､国民の同
意を得ず､意法解釈の変更によっ
て忍めることは､許されるのか?
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国家権力に対する歯止め
としての日本国憲法
平和主義(9粂)
｢最大の人権侵害｣である戦争

許製品戯
項)ことによって､国家権力による

犀鞘堂闇搬雛鳥｡
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第97条[基本的人権の本質]この憲
法が日本国民に保障する基本的
人権は､人類の多年にわたる自由

獲得の努力の成果であって､これ
らの権利は､過去競多の試練に堪
へ､現在及び将来の国民に対し､

侵すことのできない永久の権利とし
て膚託されたものである｡

-集団
的自衛権行使の可否

一立憲主義の観点から

憲法を日本で一番守らなければならない
人はだれか?それは,最高権力者であ
る捻理大臣-すなわち安倍首和一であ

る｡その憲法をもっとも尊重すべき稔理大

臣が､自分の気に入らない意法の条文が

あるからといって,その解釈を自分に都

合のいいように代えてしまうことは許され

ない｡



自衛権行使の可否
一立憲主義の観点から

そういうことをすれば､国家権力を縛るル
ールという意法の存在意義が失われてし

まう-いわば立憲主義に反する-ことに

なるからだ｡これは､スポーツの選手が､

ルールを勝手に変えたり､自分たちに都

合のいいように解釈したりすることが許さ

れないのと同じだ｡
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･-集団的白面廟寺便の-面否

一立憲主義の観点から

したがって,いかなる場合に武力行使が

許されるかは､集団的日常権の行使の可
否も含め､憲法の解釈によって権力者が

自由に決められることではなく､また､武

力攻撃事態法等の単なる法律で定める
べきことでもなく､権力行使のルールであ

る憲法にきちんと明記しなければならな
い｡

安全保障関連法案に反対する
神奈川大学教職員有志のアピール

こんな問題だらけの法案を､問題

だらけのやり方で押し通すことに､

私たちは反対する｡
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集団的自衛権行使の可否
一立憲主義の観点から

とくに,最強の暴力装置である軍隊の扱
いに関しては､権力者は恵法の規定に

忠実に従わなければならない｡さもなけ

れば､軍隊が国民や他Egの人々の生命

や財産を俊幸することになりかねないか
らだ｡

安全保障関連法案に反対する
神奈川大学教職員有志のアピール

弘たちは反対する｡圧倒的多数の
憲法学者も元法制局長官たちも違
憲と認める法案を憲法解釈の変更
の名の下に強行し､憲法9条をあっ

てなきが如きものに変えてしまうこ

とに｡

安全保障関連法案に反対する
神奈川大学教職員有志のアピール

そして､知性を欠いた政府による反

平和主義的､反立憲主義的､反民
主主義的な企てに､自分たちの未

来のために異議を申立て､立ち上
がった学生たちに､こころから連帯

する｡


